
参

考

文

献

「
福
山
町
郷
土
誌
」
岩

崎

行

義

編(

昭
和

29
年9

月
刊) 

第

二

編

先

史

時

代 

第
一
章
繩
文
式
文
化

繩
文
文
化
に
先 

行
す
る
時
代
と
し 

て
、
洪
積
世
の
先 

土

器

文

化(

旧
石 

器
文
化
が
存
在) 

し
た
。

そ
の
遺
物 

包

含

層
(

黒
褐
色 

有

機

質

層•

砂
質 

ロ
ー
ム
層)

が
標 

高
五
百
储
前
後
の 

高
原
に
遺
跡
が
点 

在
し
て
い
る
。
鹿 

児
島
県
で
は
昭
和 

40
年

10
月
、
出
水 

市
上
場
高
原
の
切

り
通
し
の
ロ
ー
ム
層
崖
下
よ
り
、

一
片
の
黒
燿
石
製
の
細
石
刃
を
発
掘 

し
た
こ
と
で
脚
光
を
浴
び
た
。

繩

文
•

弥
生
土
器
に
先
行
す
る
先
土
器
時
代
の
石
器
を
、
敲
打
器(

ハ 

ン
ド
ア
ッ
ク
ス)

、
刃

器
(

ブ
レ
イ
ド)

、
尖

頭

器
(

ポ
イ
ン
ト)

、
細
石
器 

と4

区
分
す
る
。

石
を
打
ち
か
い
て
つ
く
る
に
は3

つ
の
方
法
が
あ
る
。
 

石
核
石
器
と
か
握
斧
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
水
分
を
含
ん
で
い
る
と
き

は
が
し
や
す
い
石
を
、
別
の
石
で
打
ち
か
い
て
、
西
洋
梨
の
形
に
し
て
、
 

そ
の
ふ
ち
の
両
面
を
細
か
く
打
ち
か
い
て
刃
を
つ
け
る
。
反
対
側
を
握 

っ
て
使
用
す
る
。

刃
器
は
そ
の
逆
で
あ
る
。
剝
片
土
器
と
も
よ
ば
れ
る
。
 

打
ち
か
く
と
き
の
か
け
ら
の
方
を
用
い
る
。
手

斧
(

ち
ょ
う
な)

式
石 

器
、
石
核
石
器
に
に
て
い
て
、
 

片
側
だ
け
を
細
く
う
ち
か
い
て
刃
を
つ 

け
る
。

こ
れ
ら
旧
石
器
前
期
の
石
器
か
ら
、
後

期

旧

石

器(

今
か
ら5
 

万
年
ぐ
ら
い
前)

の
時
代
に
な
る
と
、
石
刃
と
よ
ば
れ
る
細
長
い
両
刃 

の
も
の
が
現
わ
れ
る
。
現
代
の
ナ
イ
フ
状
の
も
の
、

の
み
状
の
も
の
、

シラス土壌砂防工事

弥生文化

縄文文化

A.D.300-400 
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B.C.300'200 

積
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B.C.8000 〜6000

(
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B.C. 60000-50000

武
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野

ロ1
ム
層 

世 

後 

(

旧

石

器

時

代

中

期)
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矢
じ
り
や
槍
先
と
し
て
使
用
し
た
も
の
、
 

凹
状
の
内
側
に
刃
を
つ
け
、
 

手
も
と
に
ひ
い
て
細
工
す
る
も
の
、
 

キ
リ
の
役
目
を
す
る
も
の
な
ど
が 

あ
ら
わ
れ
る
。

石
器
も
石
を
打
ち
か
く
打
製
石
器
か
ら
磨
製
石
器 

へ
と
変
化
す
る
。
 

打
製
石
器
の
材
料
は
美
し
い
黒
爆
石
な
ど
が
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
 

磨 

製
に
な
る
と
石
材
は
黒
耀
石
に
か
わ
っ
て
、
砂
岩
や
粘
板
岩
な
ど
に
か 

わ
り
、
槌
で
面
を
た
た
い
て
滑
ら
か
に
し
た
り
、
 

砥
石
で
磨
い
た
り
し 

た
。

日
本
の
繩
文
文
化
は
、
磨

製

石

器•

土

器
•

織
物
な
ど
多
く
の
新 

石
器
文
化
の
条
件
を
も
っ
て
い
な
が
ら
、
農
耕
の
存
在
は
な
い
と
さ
れ 

て
き
た
。
稲
作
が
九
州
に
お
い
て
繩
文
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
可
能
性 

を
も
ち
な
が
ら
、
農
耕
論
の
決
定
的
弱
点
と
し
て
栽
培
食
物
が
出
土
せ 

ず
、
決
定
的
農
具
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

礫
器 

や
握
斧
形
石
器
は
万
能
な
道
具
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。

そ
れ
に
つ
づ
い 

て
石
塊
か
ら
は
ぎ
と
っ
た
す
る
ど
い
石
片
を
利
用
し
た
刃
器
の
時
代
が 

あ
り
、
石
の
尖
端
を
と
が
ら
せ
た
尖
頭
の
時
代
が
つ
づ
き
、
微
細
な
石 

片
を
」、
骨
や
木
製
の
棒
に
は
め
こ
ん
で
使
用
す
る
細
石
器
の
時
代
が
あ 

っ
た
。

こ
の
細
石
器
を
最
後
に
、
新
時
代
で
あ
る
繩
文
文
化
に
転
換
す 

る
。
尖
頭
石
器
は
狩
猟
用
の
道
具
で
あ
り
、
細
石
器
は
鋭
利
な
側
縁
を 

利
用
し
、
溝
を
つ
け
た
木
に
埋
め
込
み
、
そ
こ
に
樹
脂
や
ア
ス
フ
ァ
ル 

ト
を
流
し
こ
ん
で
固
定
し
、
木
や
石
や
骨
角
器
の
加
工•

彫
刻
用
の
道 

具
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
細
石
器
は
長
さ2

〜3
U

、
幅4
J

以
下
で
一 

そ
の
製
法
は
石
刃
と
同
じ
く
、
原
石
の
周
囲
よ
り
縦
長
の
剝
片
を
欠
ぎ

と
っ
た
も
の
で
、
原
石
の
中
心
部
は
円
錐
形
あ
る
い
は
舟
形
の
石
核
と 

し
て
残
る
。

今
か
ら
約1

万
年
前
の
洪
積
世
の
末
期
、
わ
が
国
が
大
陸
と
地
つ
づ 

き
に
な
っ
て
い
た
時
代
に
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
の
生
活
が
あ
っ
た
と
い 

う
こ
と
で
あ
る
。

土
器
が
伴
出
し
な
い
の
で
プ
レ
繩
文
時
代
と
よ
ん
で 

い
る
。

人
類
学
的
にa

、
日
本
列
島
の
人
種
交
替
。b

、
日
本
石
器
時 

代
人
と
南
方
、
大
陸
の
人
種
と
の
混
血
。
C

、
日
本
石
器
時
代
人
が
環 

境
に
よ
っ
て
変
形
し
た
。
以
上
三
つ
の
説
が
あ
る
。

そ
れ
は
繩
文
人
と 

弥

生

文

化•

古
墳
文
化
の
民
族
は
同
一
か
、
と
い
う
考
え
方
か
ら
出
発 

し
て
い
る
。
結
論
的
に

は
繩
文
の
人
々
は
弥
生

時
代
の
人
々
を
つ
う
じ 

て
変
化
し
、
古
墳
文
化 

に
進
化
し
て
い
る
と
い 

う
こ
と
で
あ
る
。

無
(

ノ
ン)

土
器
文 

化
•

先

土

器

時

代•

プ 

レ
繩
文
時
代
の
調
査• 

発
掘
は
ま
だ
今
後
の
課 

題
に
ま
つ
と
こ
ろ
が
大 

き
い
し
、
洞
窟
調
査
な 

ど
も
不
十
分 
で
あ
る
。

先土器時代遺物,礫器（下），尖頭器（右端） 
（九州歴史資料館蔵）
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石
器
が
包
含
さ
れ
て
い
、 

る
ロ1

ム
層
が
酸
度
が 

た
か
く
骨
角
器
な
ど
の 

保
存
に
適
し
て
い
な
い 

と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
 

群
馬
県
岩
宿
の
画
期
的 

発
見
よ
り
ま
だ
30
年
し 

か
た
っ
て
い
な
い
が
、
 

精
力
的
な
研
究
が
つ
み 

か
さ
ね
ら
れ
、
よ
り
正 

確
な
プ
レ
繩
文
文
化
の 

編
年
が
進
行
中
で
あ
る
。
 

戦
後
の
考
古
学
の
輝
か 

し
い
業
績
の
一
つ
で
あ 

る
。日

本
の
洪
積
世
を
象

徴

す

る

「
赤
土
」
、
関

東

の

赤

土

は

「
関
東
ロ
ー
ム
層
」
と
よ
ば
れ
る
。
 

火
山
よ
り
噴
出
し
た
火
山
灰
が
堆
積
し
た
も
の
で
、

こ
の
赤
土
の
上
層 

に
は
黒
色
の
腐
植
土 
(

黒
土)

で
薄
く
お
お
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
沖 

積
世
の
堆
積
で
あ
る
。

日
本
で
は
繩
文
以
前
の
文
化
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。

こ
の 

通
説
が
戦
前
で
は
普
通
で
あ
っ
た
。
戦
後
に
な
っ
て
、

ロ
ー
ム
層
よ
り

下
層
に
土
器
を
含
ま
な
い
石
器
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
。

人
間
の
遺
物 

で
あ
っ
た
土
器
は
沖
積
層
に
あ
る
の
で
、
 

ロ

ー

ム

層(

洪
積
世)

ま
で 

遡
及
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

地
球
上
に
大
規
模
な
氷
河
が
し
ば
し
ば
発
達
し
た
第
三
紀
の
後
半
か 

ら
第
四
紀
の
洪
積
世
に
わ
た
る
期
間
に
原
始
人
類
が
出
現
し
て
、
最
後 

の
氷
河
期
と
と
も
に
絶
滅
し
た
。

同
時
代
の
地
層
は
川
内
や
志
布
志
、
 

青
島
、
 

種
子
島
な
ど
に
散
見
さ
れ
る
。

洪

積

世

か
ら

沖

積

世(

現
世) 

に
移
り
、
最
後
の
氷
河
が
退
い
た
の
ち
の
時
期
に
、
水
陸
の
分
布
お
よ 

び
生
物
界
が
ほ
ほ
現
在
と
同
一
の
時
代
と
な
っ
た
。
海
の
退
却
は
絶
頂 

に
達
し
、
 

陸
地
は
大
小
の
火
山
群
か
ら
噴
火
し
た
火
成
岩
で
埋
っ
て
し 

ま
う
、
地
質
時
代
の
一
つ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
が
展
開
さ
れ
た
。•

火
山

霧島の韓国高千穂

南九州繩文文化の編年

(

九
州
自
生
の
文
化) 

貝

殻

文

系

(

関
東
よ
り
片
し
た
文
化)

(
盍

よ

ハ

器

し

た

文

化)

ム坂式
斗岑#、kHミ 山** （尖底） 阿多式・A）
（丸底）石峰式 出水式 ।

吉田式 黒川下層式（・B）

曽聲 木埸手向山式 片野m式（AC）

I （平底） I ー —

曽畑式 ~ -塞グ式-ー1

（貝殻条こんあり）

春日式 片野N式（•D）

--------市*K
I 

ーーー草野式

岩I崎下層式 
―I- 

岩版Hi式
I

指宿_式

南福寺式

「M,访ボI出水式

I西方式1
]科田史；

御領式

上加世田式-------

入佐式（大石）
I

黒HI式

井手下式
f

夜臼式

]____________

ラジオカーポンによる測定年数を参考にして図表右の数字は現在より逆算した年数で、 

あらわす。（河口貞徳氏によるJ
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が
ま
だ
地
の
底
に
う
ご
め
い
て
い
た
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
五
千
万
年
く
ら

い
ま
え
に
地
下
深
く
か
ら
噴
出
し
た
火
成
岩
に
、
紫
尾
、
高
隈
、
肝
属

の
各
山
塊
や
屋
久
島
、
大
島
に
あ
ら
わ
に
肌
を
さ
ら
し
て
い
る
花
崗
岩

が
あ
る
。
長
い
年
月
に
表
土
が
洗
わ
れ
て
露
出
し
て
い
る
。

こ
の
火
崗

岩
の
置
き
み
や
げ
に
、
谷
山
の
錫
、
屋
久
島
の
タ
ン
グ
ス
テ
ン
、
高
隈

の
銅
、
錫
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
、

モ
リ
ブ
デ
ン
、
ウ
ラ
ン
な
ど
の
貴
重
な

地
下
資
源
が
あ
る
。

林
立
す
る
火
山
、
霧
島
は
二
十
三
の
小
火
山
の
あ
つ
ま
り
だ
し
、
そ

の
ふ
も
と
の
始
良
、
出
水
郡
境
に
も
二
十
を
こ
え
る
小
火
山
が
あ
っ
た
。

そ
の
野
山
に
蜂
の
巣
の
よ
う
に
ト
ロ
イ
デ
型
の
か
っ
こ
お
の
よ
い
山
が

火
山
と
し
て
活
動
し
て
い
た
。
大
小
無
数
の
火
山
、
そ
の
火
山
か
ら
噴

出
す
る
熔
岩
、
野
山
は
大
火
事
に
な
り
、
海
中
に
も
、
大
音
響
と
と
も

に
し
き
り
に
火
柱
が
あ 

が
っ
て
地
獄
の
形
相
そ 

の
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ 

う
。
私
達
の
郷
土
、
そ 

の
名
を
始
良
カ
ル
デ
ラ 

火
山
と
い
う
。

火
口
の 

広
さ
四
二
九
平
方J

、
 

そ
の
裾
野
に
鹿
児
島
県 

が
す
っ
ぽ
り
入
っ
て
し 

ま
う
火
山
だ
っ
た
。

石鐵（せきぞく）（九州歴史資料館蔵）

カ
ル
テ
ラ
と
い
う
名
の
陥

没
火
口
は
、
火
山
の
高
さ
よ

り
噴
火
口
の
大
き
い
の
を
特

長
と
し
て
い
る
。
霧
島
火
山

帯

に

は

南

か

ら

鬼

界(

硫
黄

島)
、
阿

多
(

指
宿)

、
始
良
、

阿
蘇
の
四
カ
ル
デ
ラ
が
あ
っ

て
、
始
良
カ
ル
デ
ラ
は
、
世

界
一
の
定
評
の
あ
る
阿
蘇
カ
ル

デ
ラ
よ
り
さ
ら
に
五
〇
平
方

。
広
い
と
い
う
大
規
模
な
も

の
で
あ
る
。
一
そ
の
始
良
火
山

の
熔
岩
だ
ま
り
に
空
洞
が
で
き
そ
れ
が
陥
没
し
て
今
の
鹿
児
島
湾
が 

で
き
た
。

は
じ
め
海
水
は
ひ
た
ひ
た
と
霧
島
の
あ
た
り
ま
で
満
ち
て
い 

た
ら
し
い
。

こ
の
地
溝
に
新
し
い
火
山
が
噴
出
し
た
。
霧
島
火
山
、
蘭 

牟
田
池
火
山
、
 

桜
島
、
 

開
聞
岳
火
山
な
ど
が
す
べ
て
そ
う
で
あ
る
。
桜 

島
も
現
在
島
で
は
な
い
し
、
 

霧
島
も
島
で
は
あ
り
え
な
い
。
錦
江
湾
の 

北
の
方
は
加
久
藤
越
の
下
に
達
し
て
い
た
と
い
う
。

ま
た
桜
島
は
大
正 

熔
岩
、
約
三
十
億/

の
噴
出
に
よ
り
島
の
東
側
、
幅
五
〇
〇
嵐
の
海
峡 

を
埋
め
、
桜
島
と
大
隅
半
島
を
陸
続
き
に
し
て
し
ま
っ
た
。
人
類
以
前 

の
、
壮
大
な
天
地
創
造
の
ド
ラ
マ
で
あ
っ
た
。

昭
和

52
年8

月
の
北
海 

道
有
珠
山
噴
火
の
噴
出
物
が2

億
ノ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

10/

積
み
の

繩文式土器〈注口 土器,鉢,深鉢＞
（九州歴史資料館蔵）
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ダ
ン
プ
カ
ー
で2

千
台
分
に
な
る
。

プ
レ
繩
文
式
文
化
は
実
際
に
手
が
か
り
と
な
る
も
の
が
残
存
し
な
い
。
 

大
正
九
年
出
水
市
沖
田
の
出
水
貝
塚
か
ら
三
千
年
く
ら
い
ま
え
の
馬
の 

骨
が
出
た
。
東
北
大
学
の
長
谷
部
言
人
教
授
は
馬
の
弥
生
時
代
渡
来
説 

を
新
石
器
後
期
渡
来
説
に
訂
正
し
た
。
昭
和
二
十
八
年
と
二
十
九
年
に 

男
女
五
体
の
人
骨
が
掘
り
出
さ
れ
た
。
遺
体
は
完
全
な
形
で
の
こ
り
、
 

し
か
も
狩
猟
時
代
前
後
期
の
も
の
で
五
千
年
く
ら
い
と
推
定
さ
れ
た
。
 

繩
文
式
土
器
の
複
雑
な
文
様
、
形
状
に
比
し
、
弥
生
式
土
器
は
す
ベ 

て
単
純
化
さ
れ
、
画
一
化
し
て
く
る
。
生
活
様
式
の
投
影
で
あ
り
、
変 

化
で
あ
る
。
繩
文
土
器
は
個
性
的
で
あ
る
。
大
量
生
産
の
時
代
に
な
る 

と
個
性
が
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

繩
文
式
土
器
は
黒
色
を
お
び
、
弥

生

式

土

器(

赤
褐
色
系)

と
簡
単 

に
判
別
で
き
る
し
、
焼
成
度
約
五
百
度
の
繩
文
式
に
対
し
弥
生
式
は
焼 

成
度
千
度
前
後
だ
か
ら
、
肉
薄
で
硬
質
で
あ
る
。
繩
文
式
土
器
の
早
期 

•

前
期
の
文
様
は
繩
文•

撚

糸

文•

押

型

文•

貝
殼
文
な
ど
で
、
中
期 

は
隆
起
文
、
後
期
は
沈
線
文
で
あ
る
。
大
正7

年4

月
に
小
廻
の
私
立 

福

山

中

学

校(

現
福
山
高
校)

の
敷
地
内
か
ら
、
 

多

数

の

土

器•

石
器 

が
発
掘
さ
れ
た
。

土
器
の
型
式
と
し
て
は
御
領
式(

熊
本
県
御
領
貝
塚 

を
基
調
と
す
る
、
後
期)

、
市

来

式
(

鹿
児
島
湾
沿
岸
よ
り
熊
本•

佐
賀 

に
分
布
出
土
す
る)
。
な
ど
で
、
石
器
は
石
斧
、
石
鍬
、
軽
石
、
石
偶(

石 

製
人
物
像)

な
ど
で
あ
っ
た
。
鹿
児
島
県
下
で
は
押
型
文
系
の
曽
畑
式 

(

前
期)

と
い
わ
れ
る
土
器
が
、
大
ロ
、
伊
佐
、
知
覧
、
西
之
表
に
出

土
し
、
水
俣
、
八
代
あ
た
り
と
の
交
易
が
判
明
し
て
き
た
。
繩
文
早
期 

に
属
す
る
土
器
は
南
九
州
に
は
す
く
な
い
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
 

南
九
州
や
北
海
道
あ
た
り
を
東
日
本
に
対
し
て
、
周
辺
文
化
と
よ
ん
で 

い
た
。
当
時
の
全
国
人
口
を
約
三
十
万
人
前
後
と
推
定
し
て
い
る
の
で
、
 

南
九
州
は
二
〜
三
万
人
の
人
口
だ
っ
た
と
想
定
す
る
。

た
と
え
ば
黒
燿 

石
の
交
易
範
囲
で
み
る
と
北
海
道
十
勝
岳
、
長
野
県
諏
訪
の
和
田
峠
、
 

九
州
の
阿
蘇
山
な
ど
半e

二
〇
〇
〜
二
三
〇*

。
の
周
辺
ま
で
交
易
範
囲 

で
あ
る
。
食
糧
の
安
定
と
い
う
重
大
な
条
件
の
変
化
が
、
生
活
様
式
そ 

し
て
生
活
用
品
の
形
態
、
数
量
、
文
様
ま
で
波
及
し
、
変
化
を
う
む
。
 

明
治
三
十
〜
四
十
年
、
昭
和
二
十
七
年
佳
例
川
割
子
田
か
ら
繩
文
式 

土
器
、
砥
石
、
 

明
治
三
十
年
頃
、
比
曽
木
野
の
伊
勢
小
松
神
社
敷
地
よ 

り
繩
文
式
土
器
を
発
掘
し
て
い
る
。

柴
立
よ
り
恒
吉
に
通
ず
る
柴
立
境 

で
繩
文
土
器
出
土
、
国
分
市
上
井
平
囲
で
は
塞
の
神(
A
 
• 
B
)

な
ど 

繩
文
前
期
の
土
器
が
発
掘
さ
れ
た
。

第
二
章
弥
生
式
文
化 

繩
文
式
文
化
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
外
形
が
歪
み
の
な
い
自
然
の
曲
線 

を
も
ち
、
文
様
が
う
す
い
繩
文
の
う
え
に
波
形
の
幾
何
学
文
様
が
え
が 

か
れ
て
い
る
。

つ
よ
く
く
び
れ
た
頸
を
も
つ
壺
形
土
器
な
ど
は
農
耕
生 

活
を
象
徴
し
、
弥
生
式
土
器
の
特
色
で
あ
る
。
 

弥
生
文
化
は
土
器
分
類
を
も
と
に
し
て
西
よ
り
東
進
し
て
い
っ
た
こ
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と
が
知
ら
れ
る
。
繩
文
遺
物
の
機
能
か
ら
推
論
す
れ
ば
、
石
皿
の
多
量 

化
は
ヒ
エ
栽
培
や
焼
畑
陸
耕
の
存
在
が
立
証
さ
れ
る
。
澱
粉
食
の
ユ
リ
、
 

カ
タ
ク
リ
、
 

ヤ
マ
イ
モ
が
打
製
石
斧
の
多
量
化
現
象
と
み
ら
れ
る
。
栗 

帯
文
化
論
も
成
立
し
、
 

地
母
神
仰
も
土
偶
な
ど
と
共
通
の
も
の
で
あ
る
。
 

蒸
器
、
貯
蔵
具
用
の
土
器
な
ど
へ
の
機
能
の
分
化
が
み
ら
れ
る
。

石
皿 

や
打
製
石
斧
の
多
量
化
や
石
鍬
の
減
少
、
 

土

偶•

土
器
の
分
化
な
ど
、
 

農
耕
の
は
じ
ま
り
と
結
び
つ
け
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

繩
文
晩
期
の
東
日
本 

に
は
亀
ケ
岡
式
土
器
の 

よ
う
に
、
 

華
麗
で
精
巧 

な
土
器
が
あ
ら
わ
れ
、
 

西
日
本
で
は
突
帯
文
士 

器
と
よ
ば
れ
る
簡
素
な 

土
器
が
ひ
ろ
ま
っ
て
い 

る
。東

日
本
や
西
日
本
の 

二
大
文
化
相
は
早
く
か 

ら
あ
っ
た
。
繩
文
遺
跡 

が
東
日
本
に
集
中
し
て 

い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
 

食
料
の
さ
け
、
ま
す
が 

豊
か
で
、
西
日
本
で
は

右，三角縁神獣鏡 
（石塚山古墳出土）

左，三角縁神獣鏡 
（若八幡古墳出土）

得
に
く
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
故
に
西
日
本
の
人
々
が
行
き
詰
っ
た
食 

料
(

採
集
経
済)

か
ら
抜
け
出
す
方
法
と
し
て
、
原
始
農
耕
を
母
胎
と 

し
た
、
水
稲
耕
作
を
と
り
入
れ
た
と
思
え
る
。

繩
文
時
代
人
の
成
人
人
骨
をX

線
で
調
査
す
る
と
、
多
く
の
飢
餓
線 

が
見
ら
れ
る
。
栄
養
失
調
的
パ 

ニ
ッ
ク
が
数
回
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ 

て
い
る
。
決
し
て
平
安
な
牧
歌
的
く
ら
し
ぶ
り
で
は
な
か
っ
た
。

抜
歯 

の
習
慣
や
土
偶
も
同
じ
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
。

土
器
の
も
つ
生
活
上
の
意
義
は
実
に
大
き
い
。
狩
猟
や
漁
撈
が
生
活 

の
中
心
で
あ
っ
た
時
代
と
原
始
農
耕
か
ら
水
稲
耕
作
を
基
本
と
す
る
時 

代
に
変
わ
る
と
壺
、
甕
、
高
坏
な
ど
容
器
も
機
能
的
に
進
化
す
る
。
 

土
器
と
と
も
に
数
多
く
の
生
活
用
具
が
出
土
す
る
弥
生
式
文
化
は
当 

然
つ
ぎ
の
時
代 

へ 

の
変
容
を
せ
ま
ら
れ
て
く
る
。

第

三

章

古

墳

時

代

古
墳
と
い
え
ば
仁
徳
天
皇•

応
仁
天
皇
陵
の
前
方
後
円
墳
を
す
ぐ
連 

想
す
る
。

と
く
に
仁
徳
天
皇
の
百
舌
陵
な
ど
周
囲
約
一
里
あ
る
。

巨
大 

な
自
然
の
丘
陵
と
見
ま
ち
が
う
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

古
墳
に
は
色
々
の
型
式
が
あ
る
が
、
宮
崎
県
西
都
原
の
古
墳
集
中
量 

は
日
本
一
で
あ
る
。
前
方
後
円
墳
、
方
墳
、
積
石
墳
、
横
穴
な
ど
バ
ラ 

エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
。
古
墳
の
博
物
館
と
い
え
る
。
 

鹿
児
島
県
で
は
東
串
良
町
唐
仁
古
墳
郡
に
集
中
し
て
み
ら
れ
る
。

そ
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吾平山陵（肝付郡吾平町）

の
な
か
で
大
塚
古 

墳
が
著
名
で
あ
り
、
 

高
塚
墳
の
白
眉
で 

あ
る
。

前
方
後
円
墳
に 

対
し
て
、
地
下
式 

横
穴
、
地
下
式
板 

石
積
石
室
な
ど
は 

南
九
州
的
で
あ
る
。
 

勿
論
、
併
存
し
て 

は
い
る
が
、
何
か 

異
な
っ
た
文
化
継 

承
集
団
が
想
定
さ 

れ
る
。

地
下
式
横
穴
は 

日
向
地
方
に
分
布
す
る
古
墳
時
代
の
遺
跡
で
あ
る
が
、
北
限
は
西
都
原 

古
墳
中
に
併
存
し
て
い
る
。
大
隅
半
島
の
志
布
志
湾
沿
岸
に
分
布
す
る 

古
墳
群
中
に
併
存
す
る
も
の
が
南
限
と
な
っ
て
い
る
。
鹿
児
島
県
で
は 

伊
佐
郡
、
曽
於
郡
、
始
良
郡
、
肝
付
郡
に
分
布
し
、
大
ロ
市
が
そ
の
西 

限
と
な
っ
て
い
る
。
地
下
式
板
石
積
石
室
は
川
内
川
流
域
を
南
限
と
し 

熊
本
県
人
吉
盆
地
、
芦
北
町
、
 

天
草
島
本
渡
市
を
結
ぶ
線
を
北
限
と
し 

て
い
る
。
地
下
式
横
穴
は
地
下
式
板
石
積
石
室
と
吉
松
町
、
栗
野
町
、

大
口
市
な
ど
川
内
川
上
流 

地
帯
で
分
布
が
重
な
っ
て 

い
る
。

地
下
式
横
穴
ま
た
は
地 

下
式
土
垃
な
ど
の
文
化
を 

保

持

継

承

し
て

い

た

「
種 

族
」
は
と
い
う
疑
問
が
お 

こ
る
。

そ
れ
は
畿
内
文
化 

の

伝

播•

末
流
で
な
く
、
 

高
塚
文
化
の
流
入
以
前
よ 

り
存
在
し
て
い
た
。

こ
の 

地
下
式
横
穴
の
文
化
を
伝 

承
し
た
種
族
こ
そ
、
隼
人 

(

熊
襲)

で
は
な
い
だ
ろ

咼屋山上陵（始良郡溝辺町）

う
か
。
大
隅
の
国
、
 

分
割
以
前
の
日
向
の
国
に
分
布
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

日
南
市
宮
浦
の
鵜
戸
神
宮
の
岩
屋
、
 

吾
平
山
陵
の
岩
屋
に
し
て
も
同 

じ
型
式
の
も
の
で
あ
る̂

鹿
児
島

神

宮

の

御

檀

山(

神
体
山)

の

大

支

石

墓(

ド
ル
メ
ン)

の 

型
式
と
唐
仁
の
大
塚
山
古
墳
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
熊
本
城
の
黄
金 

の
井
戸
を
思
わ
せ
る
積
石
の
円
筒
形
の
地
下
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

マ
ン
ホ
ー
ル
形
の
巨
大
な
板
石
で
封
じ
て
あ
る
。
玄
室
に
通
じ
る
羨
道
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で
あ
る
。

宮
崎
県
で

90
余
か
所
、
鹿
児
島
県
で
は

50
余
か
所
発
見
さ
れ
て
い
る 

こ

の

「
地
下
式
土
址
」
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
 

球
磨
、
託

麻

な

ど

「
ク
マ
」
と
呼
ぶ
場
所
、
即
ち
球
磨
川
よ
り
南
、
 

鹿
児
島
県
曽
於
郡
よ
り
北
に
あ
る
地
域
を
「
熊
襲
」
と

か

「
隼
人
」
と 

か

「
熊
曽
」
と
か
呼
称
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ク
マ
の
県
、
ソ
の
県
に
挾 

ま
れ
た
土
地
で
あ
る
。

大
和
朝
廷
の
南
下
は
五
世
紀
は
じ
め
と
み
ら
れ
る
。

九
州
を
南
下
す

る

と

き

大

き

い
"

の
入
口

即

ち

水

門(

港)

を
攻
略
す
る
。
延
岡

市
に
流
れ
る
五
ヶ
瀬
川 

上
流
は
高
千
穂
峡
が
あ 

る
。
延
岡
に
は
南
方
古 

墳
群
が
あ
り
、
 

国
鉄
高 

千

穂

線

に

早

日

渡(

は 

や
ひ
と)

駅
も
あ
り 

吉
野
な
る
地
名
も
あ
る
。
 

つ
ぎ
に
西
都
原
古
墳
群 

の

あ

る

西

都

市(

旧
妻 

町)

で
、
南
北
約
四*

。
 

に
、
大
小
約
二
百
八
十 

の
古
墳
が
点
在
し
て
い 

る
。

鹿児島神宮の古墳

東
の
方
位
に
太
陽
が 

の
ぼ
る
場
所
、

つ
ま
り 

「
朝
日
た
だ
さ
す
国
」
、
 

そ
こ
が
聖
地
に
あ
た
る
。
 

そ
の
聖
地
は
伊
勢
で
あ 

り
、

ヒ
タ
チ
で
あ
り
、
 

西
都
原
、
国
富
で
あ
る
。
 

宮
崎
市
を
流
れ
る
大 

淀
川
、
そ
の
上
流
に
国 

富
町
が
あ
る
。
此
処
が 

大
和
朝
廷
と
提
携
し
た 

モ
ロ
ア
ガ
タ
ノ
キ
ミ
の 

支
配
地
域
に
あ
た
る
。

大
和
朝
廷
は
神
聖
な
る
場
所
、
即

ち

聖

地

を

点(

橋
頭
堡)

で
抑
え
る
。
 

そ
し
て
現
地
の
豪
族
と
通
婚
し
て
勢
力
を
扶
植
し
て
行
く
。
大
淀
川
、
 

国
富
一
帯
に
豪
族
モ
ロ
ア
ガ
タ
の
キ
ミ
が
君
臨
し
て
い
た
。

こ
の
豪
族

の
娘
髪
長
姫
が
仁
徳
天
皇
の
妃
で
あ
る
。

さ
ら
に
南
下
す
れ
ば
鹿
児
島
県
肝
付
郡
有
明
町
に
菱
田
川
が
あ
り
、
 

東
串
良
町
に
肝
付
川
が
あ
る
。

そ
こ
に
塚
崎
、
唐
仁
、
横
瀬
の
古
墳
群 

が
点
在
す
る
。

大
和
朝
廷
が
こ
れ
ら
の
征
服
地
か
ら
、
東
征
し
た
の
で
あ
る
。
支
配 

し
て
い
る
人
々
が
、
支
配
さ
れ
て
い
る
地
域
か
ら
畿
内
へ
復
帰
す
る
と

上，細形銅剣（春日市出土）
下，広形銅戈（九州歴史資料館蔵）
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い
う
矛
盾
は
、
実
は
太
陽
に
か
か
わ
り
が
あ
る
。
東
の
明
点
、
「
ヒ
ガ
シ
」 

と

か

「
ヒ
ム
カ
」
と
か
呼
ぶ
。

天
皇
は
ヒ
ノ
ミ
コ
で
あ
り
、
神
聖
で
あ 

り
、
み
ず
み
ず
し
い
新
生
太
陽
へ
の
感
動
で
あ
り
、
感
謝
で
あ
り
、
畏 

怖
で
あ
っ
た
。

鹿
児
島
県
と
宮
崎
県
の
前
方
後
円
墳
の
数
を
み
る
と
、
宮
崎
の
二
百 

一
に
対
し
、
鹿
児
島
は
二
十
一
に
す
ぎ
な
い
。
西
都
原
周
辺
の
古
墳
数 

は
約
一
千
と
い
わ
れ
る
。

一
番
大
き
い
オ
サ
ホ
塚
は
最
大
直
径
二
百
十

九
員
で
あ
る
。

メ 

サ
ホ
塚
は
百
七
十 

八
レ
い
で
あ
る
。

江
戸
時
代
、
 

蒲 

生

君

平

は

「
山
陵 

志
」

の
な
か
で
、
 

前
方
後
円
墳
は
宮 

車
を
ま
ね
て
つ
く 

っ
た
と
の
説
を
発 

表
し
た
。

最
近
で 

は

「
儀
式
場
説
」• 

「
前
方
部
祭
壇
説
」 

が
有
力
で
あ
る
。
 

そ

の

宗

廟•

社
稷 

•

円
丘
な
ど
は
祭

祀
場
に
相
当
す
る
。
大
和
政
権
で
は
祭
祀
儀
礼
や
そ
の
施
設
は
見
あ
た 

ら
な
い
。
中
国
で
は
円
丘
で
天
神
を
、
 

方
丘
で

地

祇
を

年

二

回(

冬
至 

と
夏
至)

祭
る
。

倭
の
五
王
、
 

即

ち

讃•

珍
•

済
•

興
•

武
の
五
王
で
あ
る
。

四
百
十 

三
年
か
ら
五
百
二
年
の
間
、
 

十
二
回
に
わ
た
っ
て
南
朝
に
朝
貢
し
、
 

朝 

鮮
半
島
で
台
頭
し
て
き
た
高
句
麗
に
対
抗
し
、
日
本
の
国
際
的
地
位
を 

た
か
め
る
目
的
で
使
者
を
派
遣
し
て
い
る
。
讃
は
応
神
か
仁
徳
、
 

武
は

律令体制下の主要地名

長持形石棺（東京国立博物館蔵）
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雄
略
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
。

福
岡
県
志
賀
島
に
出
土
し
た
「
倭
奴
国
王
印
」
が
あ
る
。
光
武
帝
の 

贈
っ
た
印
綬
と
な
っ
て
い
る
が
、
金
印
朱
綬
は
太
子•

諸
王
へ
、
 

金
印 

綬
は
三
公
へ
贈
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

仁
徳
天
皇
の
后
イ
ワ
ノ
姫
の
父
カ
ッ
ラ
ギ
ソ(

襲)

ツ
ヒ
コ
は
恐
ら 

く
熊
襲
の
平
定
に
功
績
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
葛
城
氏
は
武
内
宿
祢 

の
子
孫
と
さ
れ
て
い
る
。
葛
城
襲
津
彦
は
武
内
宿
祢
の
子
で
あ
る
。
 

仲
哀
天
皇
と
神
功
皇
后
と
が
三
韓
征
伐
に
あ
た
っ
て
、
 

朝

鮮

の

「
新 

羅
」
を
う
つ
か
、
「
熊
襲
」
を
う
つ
か
迷
わ
れ
た
と
あ
る
。

熊
襲
や
隼
人 

と
の
接
触
も
同
じ
時
期
と
み
て
よ
い
。
熊
は
肥(

火)

人
と
み
て
も
よ
い
。
 

中

国

の

史

書

「
魏
志
の
東
夷
伝
」
倭
人
の
条
に
、
 

二
千
八
字
で
三
世 

紀
の
わ
が
国
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
 

そ

の

な

か

に

あ

る

「
邪
馬
台
国
」

の 

位
置
に
つ
い
て
は
議
論
百
出
で
あ
る
。
 

倭
の
女
王
で
あ
る
卑
弥
呼
に
崇
神 

天
皇
の
叔
母
で
あ
る
、
 

ヤ
マ
ト
ト
ト 

ヒ
モ
モ
ソ(

襲)

ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト(

奈 

良
県
桜
井
市
、
 

箸

墓
(

古
市)

古
墳 

に
祭
る)

や
景
行
天
皇
の
妹
で
あ
る
、
 

ヤ
マ
ト
ヒ
メ
な
ど
多
く
の
女
性
が
比 

定
さ
れ
て
い
る
。
「
親
魏
倭
王
」

の
称 

号
と
金
印
を
贈
ら
れ
た
ヒ
ミ
コ
よ
り

九

年

前

に

「
親
魏
大 

月
氏
」

の
称
号
と
金 

印
を
贈
ら
れ
た
大
月 

氏
王
波
調
が
い
る
。
 

太
宰
府
天
満
宮
蔵
の 

平
安
初
期
の
写
本
で 

あ

る

「
翰
苑
」
に
「
蛮 

夷
之
部
」
が
あ
り
、
 

「
魏
略
」
が
引
用
さ 

れ
、
「
魏
志
」
倭
人
伝 

に
共
通
の
部
分
が
多 

く
見
ら
れ
る
。「
翰
苑
」

は
中
国
に
は
現
存
し
な
い
。

日
本
書
紀
に
、
 

景
行
天
皇
が
山
口
県
、
 

福
岡
県
、
 

大
分
県
、
 

日
向
を 

へ
て
、
 

高
屋
に
行
宮
を
定
め
、
 

襲
国
平
定
を
相
談
さ
れ
た
。
襲
の
国
の 

首
長
は
ア
ッ
カ
ヤ•

セ
カ
ヤ
の
二
人
で
、
娘
を
イ
チ
フ
カ
ヤ
と
よ
ぶ
。
 

共

に

鹿

屋(

カ

ノ

ヤ•

カ
ヤ)

に
あ
た
る
。

そ
の
後
、
 

景
行
天
皇
に
再 

度
叛
い
た
ト
リ
イ
シ
カ
フ
ミ(

川
上
タ
ケ
ル)

が
い
た
。
鹿
屋
も
川
上 

も
地
名
が
残
っ
て
い
る
。
葦
北
国
造
の
祖
鴨
別
を
し
て
熊
襲
を
討
た
し 

む
。

カ
ミ
ナ
ガ
姫
の
次
妃
襲
武
姫
、
諸
県
の
君
イ
ズ
ミ
姫
よ
り
大
御
饗 

を
受
け
る
。
倭
国
伝
に
は
「
邪
古
」
、
「
波
邪
」
、
「
多
尼
」
三
小
王
と
あ
る
。
 

屋
久
島
、
隼
人
、
 

種
子
島
で
あ
る
。

日
向
隼
人
曽
君
細
麻
は
日
向
で
あ

金印「漢委奴国王」 印影

ヒノオカ古墳壁画（福岡県吉井町）
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り
、
 

そ
の
こ
ろ
ま
で
は
大
隅
隼
人
で
は
な
い
。

ホ
ノ
ス
ソ
リ
ノ
ミ
コ
ト 

の
裔
で
あ
る
阿
多
の
小
橋
の
妹
は
吾
平
津
姫
で
、
 

神

武

天

皇(

カ
ム
ヤ 

マ
ト
イ
ワ
レ
ヒ
コ)

の
后
で
あ
る
。

川
上
タ
ケ
ル
が
誅
せ
ら
れ
た
処
が 

拍

手

橋
(

国
分
市)

で
、
 

そ
の
酋
長
を
大
人
ヤ
ゴ
ロ
ウ
ド
ン
と
も
よ
ぶ
。
 

時
代
が
く
だ
っ
て
く
る
と
、
 

大
隅
、
阿
多
、
日
向
、
 

薩
摩
、
 

甑
隼
人 

の
呼
称
に
な
る
。
隼
人
は
宮
廷
で
は
吠
声
、
刺

領

布
(

サ
シ
ヒ
レ)

な 

ど
、
鎮
魂
呪
霊
に
当
っ
て
い
た
。
淀
川
流
域
の
京
都
府
綴
喜
郡
田
辺
町 

大

住
(

大
隅
隼
人)

、
大
阪
府
八
尾
市
萱
振
町
、
奈
良
県
五
条
市
東
阿
田 

•

西
阿
田
に
、
大
隅
隼
人
や
阿
多
隼
人
な
ど
近
習
隼
人
が
住
ん
で
い
た 

こ
と
が
、
正
倉
院
文
書
、
天

平

五

年•

七
年
の
計
帳
な
ど
に
記
録
さ
れ 

て
い
る
。

倭
の
五
王
の
場
合
、
宋
書
、
南
斉
書
、
梁
書
な
ど
の
中
国
史
書
に
記 

さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
は
や
や
ち
が
っ
て
い
る
。
讃

は

応

神

の

諱(

イ 

ミ
ナ)

ホ
ム
ダ
の
ホ
ム
と
同
義
語
で
あ
り
、
ま
た
仁
徳
の
諱
オ
オ
サ
ザ 

キ
の
サ
の
音
、
ま
た
は
履
中
の
諱
イ
ザ
ホ
ワ
ケ
の
サ
の
音
、
と
す
る
。
 

弥
ま
た
は
珍
は
仁
徳
の
大
が
珍
の
漢
訳
で
あ
り
、
反
正
の
諱
ミ
ズ
ハ 

ワ
ケ
の
ミ
の
音
、
珍
は
瑞
の
転
訛
で
あ
る
。
済
は
允
恭
の
諱
オ
ア
サ
ッ 

マ
ワ
ク
ゴ
ノ
ス
ク
ネ
の
ツ
の
転
訛
。
興
は
安
康
の
諱
ア
ナ
ホ
の
ホ
の
転 

化
、
武
は
雄
略
の
諱
オ
オ
ハ
ッ
セ
ワ
カ
タ
ケ
の
タ
ケ
を
と
っ
た
も
の
と 

さ
れ
、
済
•

興
•

武
は
異
同
が
な
い
。

熊
本
県
玉
名
郡
船
山
古
墳
よ
り
出
土
し
た
銀
象
嵌(

ガ
ン)

の
鉄
製 

環
頭
大
刀
の
銘
に
、
ア
メ
ノ
シ
タ
シ
ロ
シ
メ
シ
シ
タ
ジ
ヒ
ロ
ロ□

ハ
ノ

オ
オ
ギ
ミ
ノ
ヨ
と
あ 

る
。
大

王
(

オ
オ
ギ 

ミ)

の
称
号
は
中
国 

に
は
な
い
の
で
、
四 

〜
五
世
紀
に
は
じ
ま 

っ
て
、
七
世
紀
の
天 

皇
の
称
号
が
用
い
ら 

れ
る
ま
で
つ
づ
い
た
。
 

聖
徳
太
子
の
編
集
し 

た
と
い
う
国
史
に
「
天 

皇
記
」
、
「
国
記
」
が
あ 

り
、
「
隋
書
」
に
は
、
 

日
本
か
ら
の
国
書
に 

「
日
出
づ
る
処
の
天 

子
」
と
あ
り
、
中
国 

の
皇
帝
に
比
肩
す
る
目
的
で
天
皇
を
用
い
は
じ
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

三
韓
征
伐
の
伝
説
に
し
て
も
、
「
任
那
」

の

名

称

が

「
高
句
麗
好
太
王 

碑
」
に
見
え
、
六

百

五

十

年

の

「
三
国
史
記
」

に
見
ら
れ
る
が
、

一
方 

で
は
否
定
説
も
あ
る
。

日
本
書
紀
で
は
五
六
一
年
「
新
羅
打
滅
任
那
官 

家
」
と
あ
り
、
南
朝
鮮
に
「
任
那
日
本
府
」
は
実
在
し
て
い
る
。
反
面
、日
本 

と
い
う
当
時
未
存
在
の
宗
主
国
が
、
南

朝

鮮

の

一

角

を

「
任
那
屯
家
」 

支
配
す
る
こ
と
の
矛
盾
を
説
い
て
い
る
。

隼人塚始良郡隼人町）
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邪
馬
台
国
の
位
置
に
つ
い
て
も
、
大
和
説
と
北
九
州
説
と
が
あ
り 

倭
人
伝
の
方
向
記
事
か
ら
は
九
州
説
、
 

距
離
記
事
か
ら
は
畿
内
説
が
有 

利
で
あ
る
。
大
和
説
で
あ
れ
ば
三
世
紀
に
は
北
九
州
ま
で
勢
力
圏
に
あ 

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
 

北
九
州
説
を
と
る
と
大
和
の
勢
力
下
に
な 

か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
日
本
の
国
家
の
成
立
期
を
遅
ら

す
こ
と
に
な
る
。

旧
満
洲
吉
林
省
輯
安
県
に
あ
る
好
太
王
の
碑
に
し
て
も
、
 

僅
か
三
十 

二

字
(

全
文
は
千
八
百
字)

の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
諸
説
が
あ
る
。
倭
を 

主
語
と
す
る
か
、
 

広
開
土
王
を
主
語
と
す
る
か
、
 

文
節
を
ど
こ
で
切
る 

か
で
、
解
釈
は
全
く
逆
に
な
る
。

こ
の
碑
は
か
つ
て
の
陸
軍
参
謀
本
部

を
中
心
に
改
ざ
ん
さ
れ 

た
疑
も
あ
り
、
 

明
確
に 

実
証
さ
れ
た
と
し
た
ら 

日
本
史
の
一
角
が
大
き 

く
崩
れ
る
こ
と
も
予
想 

さ
れ
る
。

「
因

幡
(

イ
ナ
バ)

の 

白
兎
」

の
物
語
に
あ
る 

よ
う
に
、
 

出
雲
地
方
の 

豪

族

は

畿

内•

北
九
州 

と
な
ら
ん
で
独
自
の
文

化
を
も
っ
て
い
た
。

出

雲
大
社
の
祭
神
大
国
主
命 

が
高
天
原
か
ら
つ
か
わ
さ 

れ
た
神
に
出
雲
の
国
を
献 

上
し
た
神
話
が
あ
る
。
熊 

襲
(

熊
曽)

と
同
じ
く
、
 

北
陸
地
方
の
蝦
夷
な
ど
が
、
 

大
和
朝
廷
に
た
や
す
く
臣 

従
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ 

る
。
律
令
制
の
時
代
に
な 

っ
て
も
、
 

僻
遠
の
蕃
地
の 

ま
つ
ろ
わ
ぬ
や
か
ら
と
し 

て
、
 

傍
観
、
 

懐
柔
、
 

弾
圧

を
繰
り
か
え
し
て
い
た
。

こ
の
時
代
蕃
族
ま
た
は
異
民
族
と
く
に
帰
化

人
と
の
対
応
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

ハ

一

五

年

の

「
新
撰
姓
氏
録
」(

支 

配
層
の
豪
族
の
り
ス
ト)

で

は

「
全
体
の
千
五
十
九
氏
の
う
ち
、
 

渡
来 

人
系
統
と
称
す
る
氏
は
三
百
二
十
四
で
、

ほ
ぼ
三
十％

で
あ
る
。

高
度 

な
技
術
と
か
、
 

大
和
朝
廷
の
権
威
と
か
、
 

隸
属
と
か
で
な
く
、
日
本
、
 

朝
鮮
と
い
う
民
族
的
差
異
の
意
識
な
し
に
、
集
団
移
住
的
に
、
 

朝
鮮
半 

島
と
日
本
列
島
と
の
間
を
産
業•

文
化
の
交
流
が
成
立
し
て
い
た
と
考 

え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。

仁

徳

天

皇

の

歌

に

「
道
の
し
り
こ
は
だ
お
と
め
を
神
の
ご
と
き
こ
え 

し
か
ど
も
相
枕
枕
す
」
と

い

う

相

聞

歌(

恋
う
た)

が
あ
る
。
「
オ
オ
ソ

キンジュウサンゲイ文鏡（始良郡隼人町蛭児神社蔵）
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レ
ミ
ョ
」
と
恋
い
恋
が
れ
た
国
色
の
美
女
は
日
向
国
、
諸
県
の
君
の
「
牛 

の
諸
井
」

の
娘
で
あ
る
。
国
富
一
帯
を
諸
県(

モ
ロ
ノ
ア
ガ
タ)

と
い
っ
た
。
 

伊
壮
升
諾
尊
に
蛭
児
と
い
う
御
子
あ
、り
、
 

三
歳
に
な
っ
て
も
な
お
脚
が 

不
自
由
で
あ
っ
た
。
尊
は
こ
の
蛭
児
を
天
岩
樟
船
に
乗
せ
て
流
し
て
し 

ま
っ
た
。

そ
の
船
が
漂
着
し
た
場
所
が
始
良
郡
隼
人
町
内
に
あ
る
蛭
児 

神
社
で
あ
る
。

こ
の
蛭
児
漂
着
説
は
加
治
木
で
も
同
型
で
あ
る
。
柳
田 

国

男

著

「
う
つ
ぼ
船
」

の
一
文
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
「
美
し
い
少
女
が 

龍
宮
か
ら
人
界
に
と
つ
い
で
き
て
、
 

子
を
も
う
け
て
の
ち
ふ
た
た
び
水 

界
に
帰
る
。
豊
玉
姫
以
来
の
龍
宮
女
房
型
の
説
話
、
 

ま
た
水
の
神
の
贈

物
と
し
て
の
小
童
の
思
想
と
相
通
ず
る
。

こ
の
伝
説
に
は
九
州
の
原
田 

一
族•

伊

予

の

河

野

氏•

備
前
の
宇
喜
田
氏
等
の
古
い
移
住
者
の
家
筋 

を
語
る
も
の
が
多
く
、

こ
の
信
仰
自
体
西
南
の
海
上
よ
り
、
わ
が
列
島 

に
流
れ
て
き
た
ら
し
い
。
大
隅
正
八
幡
の
本
縁
と
し
て
古
く
記
録
さ
れ 

た
物
語
り
は
、
七
歳
の
少
女
が
父
を
知
ら
な
い
男
児
と
「
う
つ
ぼ
船
」 

に
入
れ
ら
れ
て
、
唐
か
ら
流
れ
つ
い
た
も
の
を
神
に
祭
り
、
北
方
の
八

幡
縁
起
と
は
異
っ
た
も
の
で
あ
る
。

母

神
の
名
を

大
比
留
女(

オ
オ
ヒ

ル
メ)

と
い
い
、

の
ち

に

筑

前

若

相(

ワ
カ
ス
ギ)

山
に
飛
び
入
っ
て
、

香
椎
の
聖
母
大
菩
薩
と
顕
わ
れ
た
ま
い
、
王
子
は
大
隅
に
と
ど
ま
っ
て

正
八
幡
宮
を
い
つ
か
れ
た
。
大
比
留
女
の
名
は
す
で
に
男
山
社
に
お
い

て
も
記
録
さ
れ
、
朝
家
の
認
定
と
両
立
せ
ざ
る
を
憚
っ
て
、
次
第
に
こ 

れ
を
南
端
の
一
社
に
お
し
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
故
に
記
紀
に
伝
え
る

応
神
天
皇
や
神
功
皇
后
の
事
蹟
は
後
世
に
附
会
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
 

ほ
ぼ
疑
の
余
地
が
な
い
」
と
あ
る
。

蛭
児
神
社
は
正
八
幡
に
つ 

い
で
大
隅
二
之
宮
と
呼
ば
れ
、
境
内
に
は
珍
ら
し
い
金
筋
竹
と
大
楠
と 

が
あ
る
。
竹
は
茎
に
金
の
筋
が
あ
り
、
 

蛭
児
の
釣
竿
と
か
水
桿
と
い
い
、
 

大
楠
は
漂
着
し
た
天
岩
樟
船
の
活
着
し
た
も
の
で
、
 

加

治

木
(

舵

木

： 

梶
木
の
由
来
と
同
例
で
あ
る
。
享
保
十
三
年
八
月
、
 

国
分
地
頭
で
あ
っ 

た

樺

山

主

計

久

初(

カ
バ
ヤ
マ
カ
ズ
エ
ヒ
サ
モ
ト)
(

墓
は
松
原
山
実
性 

院
の
東
南
卵
塔
井
垣
の
内
に
あ
る)

が

「
神
代
楠
が
朽
倒
し
た
の
で
、
 

稚
樟
を
代
植
さ
せ
た
」
と

記

録

し

て

い

る

。
こ

の

享

保

十

三

年(

一
 

七
二
八)

に
植
樹
さ
れ
た
楠
が
朽
倒
し
た
神
代
楠
を
か
ば
う
か
の
よ
う

に
そ
び
え
て
い
る
。
社
の

東
の
肥
薩
線
の
線
路
を
は

さ
む
よ
う
に
し
て
神
代
古

跡
が
あ
る
。

こ
こ
を
開
墾

し
て
い
る
と
き
に
古
鏡
が

数
面
出
土
し
て
い
る
。

一

面
は
海
獣
葡
萄
鏡
で
あ
る
。

古
墳
時
代
に
属
す
る
漢
式

鏡
よ
り
も
、
奈
良
時
代
に

属
す
る
唐
式
鏡
が
絶
対
多

数
を
し
め
て
い
る
。
他
の

鏡
は
中
国
製
で
な
く
て
、

和

製
(

倣
製)

で
あ
る
よ
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う
だ
。

と
に
か
く
五
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
の
遺
物
が
こ
の
地 

方

の

政

治•

文

化
•

経
済
を
推
論
す
る
う
え
で
、
無
視
す
る
こ
と
の
で 

き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
の
海
獣
葡
萄
鏡
と
酷
仍
す
る
も
の
が
千 

葉
県
佐
原
市
、
香
取
神
宮
に
一
面
あ
り
、
福
岡
県
玄
海
町
の
宗
像
神
社 

の
沖
津
宮
祭
祀
遺
跡
出
土
品
の
中
に
も
あ
る
。
奈
良
の
高
松
塚
古
墳
に 

も
出
土
し
て
い
る
。
奈

良

正

倉

院

の

海

馬(

ト
ド)

葡
萄
鏡
に
酷
似
し 

て
い
る
の
が
香
取
神
宮
の
銅
鏡
で
あ
る
。

「幸
ふ
る
」(

つ
き
が
良
い)

と
い
う
思
想
は
海
幸
の
鈎
を
失
っ
た
時
、
 

あ
の
鈎
で
な
い
と
ど
ん
な
立
派
な
鈎
で
も
受
取
れ
な
い
と
拒
絶
さ
れ
た 

こ
と
で
も
わ
か
る
。

海
幸
は
一
生
、
漁
獲
の
好
運
に
見
放
さ
れ
る
と
い

っ
て
い
る
。

サ 

キ
ま
た
は
サ
チ 

と
い
う
発
想
が 

生
活
と
密
着
し 

て
い
た
。
水
田 

農
耕
に
不
可
欠 

な
共
同
用
水
。
 

そ
の
用
水
の
運 

営
•

維
持
、
す 

ベ
て
一
定
の
指 

導
者
の
存
在
が 

想
像
さ
れ
る
。

水
の
調
節
か
ら
く
る 

能
力
が
潮
み
つ
の
玉. 

潮
ひ
る
の
玉
で
代
表 

さ
れ
る
。
尊
の
実
力 

の
前
に
降
伏
し
た
兄 

ホ
ノ
ス
ソ
リ
ノ
尊
は 

「
わ
れ
ワ
ザ
オ
ギ
の 

民
と
な
り
」
と
臣
従 

し
た
。

ホ
ノ
ス
ソ
リ

ノ
尊
は
ア
タ
ノ
キ
ミ
、
 

ヲ
ハ
シ
の
祖
で
あ
る
。

平
安
京
址
出
土
、
宫

崎
総
合
博
物
館
蔵
の
隼
人
の
楣
の
絵
は
幸
ふ
る
鈎
を
象
徴
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。

鹿
児
島
神
宮
の
御
祭
神
は
ホ
ノ

オ
リ
ノ
ミ
コ
ト•

ア
マ
ッ
ヒ
タ
カ 

ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
ノ
ミ
コ
ト•

ヤ
マ 

サ
チ
ヒ
コ
な
ど
の
御
名
で
よ
ば
れ

て
い
る
。

山

幸

と

は

「
ケ
ノ
ア
ラ

モ
ノ 
•

ケ
ノ
ニ
コ
モ
メ
」
を
狩
猟
し
、
そ
の
代
表
は
鹿
で
あ
る
。
鹿
を 

鹿
児
と
作
る
。

銅
鐸
の
刻
彫
に
鹿
の
図
柄
が
あ
る
。

四
•

五
世
紀
は
謎
の
べI

ル
に
包
ま
れ
て
い
る
。
外
国
か
ら
日
本
に

国家の発生まで1.集団で生活する農耕民。2.食糧余剰が 

社会化し，それを管理する神官がうまれる。3.社会余剰は， 

専業者をうみだす（分業のはじまり）。4.他の集団（遊牧民）との 

物々交換が行なわれ，国家の体我が整う。

（今西錦司著，世界の歴史I）

鹿児島神宮（始良郡隼人町）
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舶
載
さ
れ
た
銅
鏡
の
な
か
に
前
漢(

一
世
紀
前
後)

ま
で
遡
る
も
の
も 

あ
る
。

日
本
で
ま
ね
て
つ
く
ら
れ
た
イ
ミ
テ
—
シ
ョ
ン
の
鏡
は
文
章
の 

体
裁
を
な
さ
ぬ
も
の
も
あ
る
。

奈
良
県
天
理
市
東
大
寺
古
墳
出
土
の
後
漢
「
中
平
」(

一
八
四
〜
一
八 

九)

年
銘
の
大
刀
が
あ
る
。

天

理

市

石

上(

イ
ソ
ノ
カ
ミ)

神
宮
所
蔵 

の

「
泰
和
四
年
」(

三
九
一)

の

七

支

刀(

シ
チ
シ
ト
ウ)

銘
文
が
あ
る
。
 

前
章
で
述
べ
た
熊
本
県
江
田
船
山
古
墳
出
土
の
大
刀
銘
文
が
あ
る
。
五 

世
紀
後
半
の
古
墳
と
さ
れ
て
い
る
。

文

中

の

「
弥

図

歯
(

ミ
ズ
ハ)

大 

王
」
と
読
む
と
し
た
ら
、
 

百

済

の

「
蓋

歯
(

コ
ウ
ロ) 

大
王
」(

在
位
四 

五
五
〜
四
七
五)

も
そ
れ
に
該
当
す
る
。
単
純
に
日
本
で
の
文
字
使
用 

例
と
み
な
す
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。

皇

室

系

図
(

イ
リ
か
ら

ワ
ケ

へ) 

イ
ナ
ゴ

オ

ネ

ラ
:

 

ミ

マ

キ

イ

リ

ヒ

コ

イ

ニ

エ

！
ニ
イ

ク

メ

イ

リ

ヒ

コ

イ

サ

チ.
.
.

オ
オ
タ
ラ

シ

ヒ

コ

オ

シ

ロ

ワ

ケ 

(

崇

神
) 

(

垂

仁
) 

-
- 

(

景

行
)

一—

ヤ

サ

カ

ノ

イ
リ

ヒ

コ.
.
.
.
.
.

ヤ
サ
カ
ノ
イ
リ
ヒ
メ 

フ

タ

ジ
ノ

イ
リ
ヒ
メ

ャ

マ
ト
ガ
ケ
ル 

ー

(

成

務
) 

タ

ラ

シ

ナ

カ

ツ

ヒ

コ
(

仲

衷
) 

：
 

7

ワ
カ
タ
ラ
シ
ヒ
コ 

ー
 

ー 

ホ
ム
ダ
ワ
ケ 

• 
• 

オ

キ

ナ

ガ

タ

ラ

シ

ヒ

メ 

(
：̂

)

 

一t
 

オ

オ

サ

サ̂

-
,
 

ホ

キ

ノ

イ

リ

ヒ

コ.
ホ

ム

ダ

ノ

マ

ワ

カI
-
 

ナ
カ
ー
ツ
ヒ
メ 

(

仁

徳
) 

厂

イ

ホ

キ

ノ

イ

リ

ヒ

メ

「

イ

ザ

ホ

ワ

ケ
(

履

中
)

L
1

ミ

ズ

ハ

ワ

ケ
(

反

正
)

I

オ

ア

サ

ヅ

マ

ワ

ク

ゴ
(

允

恭
)

百
済
王
代
に
王 

仁

が

「
千
字
文
」 

を
日
本
に
献
呈
し
、
 

そ
れ
を
教
習
せ
し 

め
た
。
記

紀

で
 

は
応
神
天
皇
の
御 

代
と
な
っ
て
い
る
。
 

六
世
紀
前
半
、
 

梁 

の
武
帝
の
と
き
、
 

「
千
字
文
」
は
つ 

く
ら
れ
た
。

大

同

二

年(

八 

〇
七)

に
斉
部
広 

成
(

イ
ン
ベ
ヒ
ロ

ナ
リ)

が

「
古
語
拾
遺
」
を
あ
ら
わ
し
、
「
上
古
の
世
い
ま
だ
文
字
あ
ら 

ず
、
 

口
々
に
相
伝
う
」
と
あ
る
が
、
 

口

誦•

伝
承
は
現
代
も
生
き
つ
づ

け
て
い
る
。

新
井
白
石
は
史
家
の
態
度
に
つ
い
て
「僭

踰
(

せ
ん
ゆ)

に
わ
た
る 

と
い
え
ど
も
」
と
か
、
「
疑
を
疑
と
し
」
と
の
べ
て
い
る
。
簡
単
に
結
論 

を
出
す
こ
と
も
、
 

逡
巡
す
る
こ
と
も
、
 

い
ず
れ
も
最
善
で
は
な
い
と
。
 

大

宝

元

年(

七
〇
一)

の
大
宝
令
に
よ
る
と
、
 

唐
と
新
羅
に
大
事
を 

の
べ
る
時
は
、
「
明
神
御
宇
日
本
天
皇
」(

ア
キ
ッ
カ
ミ
ト
ア
メ
ノ
シ
タ
シ あまのいわくす（蛭児神社）
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ロ
シ
メ
ス
ヤ
マ
ト
ノ
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト)

と

名

の

り

次

事

を

の

べ

る

と 

き

は

「
ア
キ
ツ
カ
ミ
ト
ア
メ
ノ
シ
タ
シ
ロ
シ
メ
ス
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
と 

称
し
、
国
内
で
朝
廷
の
大
事
を
の
べ
る
と
き
は
「
明
神
御
大
八
洲
天
皇
」
 

(

ア
キ
ツ
カ
ミ
ト
オ
オ
ャ 
シ
マ
ノ
ク
ニ 

シ
ロ
シ
メ
ス
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」 

と
称
す
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

六

七

二

年

の

壬

申(

ジ
ン
シ
ン)

の
乱
以
降
、
 

天
皇
を
神
と
す
る
神 

統
意
識
が
定
着
し
て
行
く
。

「
万
葉
集
」

の
な
か
に
、
「
皇
は
神
に
し
ま
せ
ば
天
雲
の
い
か
ず
ち
の
上

に
い
ほ
り
せ
る
か 

も
」
と
柿
本
人
麻 

呂
に
よ
っ
て
持
統 

天
皇
が
表
現
さ
れ 

て
い
る
。
大
伴
御 

行
は
天
武
天
皇
を 

「
皇
は
神
に
し
ま 

せ
ば
赤
駒
の
は
ら 

ば
う
田
居
を
都
と 

な
し
つ
」
と
歌
っ 

て
い
る
。

天
武
天 

天

皇

は

「
皇
(

ス 

メ
ラ
ギ)

は
神
に 

し
ま
せ
ば
」
と
か

「
王
(

オ
オ
キ
ミ)

は
神
に
し
ま
せ
ば
」
と
か
二
つ
の
流
れ
が
意
識
さ 

れ
る
。

和

歌

山
県
橋
本
市
の
隅
田(

ス
ダ)

八
幡
宮
蔵
の
人
物
画
像
鏡
の
銘 

文

に

「
癸

未

年(

キ
ビ)

」
と

「
大
王
」

の
文
字
が
あ
る
。
癸
未
は
四
四 

三
年
と
五
〇
三
年
に
相
当
す
る
。

大

王

は

高

句

麗(

コ
ウ
ク
リ)

で
は
四
世
紀
末
、
百

済
(

ク
ダ
ラ) 

で
は
五
世
紀
の
後
半
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
日
本
の
場
合
で
も
六 

世
紀
直
前
に
は
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

雄

略

天

皇

が

葛

城(

カ
ッ
ラ
ギ)

山
で
狩
り
を
し
た
時
、
葛
城
の
主 

で

あ

る

一

言

主(

ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ)

と
の
出
会
い
が
あ
る
。
自
分
以
外 

に
倭
国
に
王
者
は
い
な
い
と
思
っ
て
い
た
雄
略
天
皇
が
、
太
刀
や
弓
矢 

衣
服
ま
で
ぬ
い
で
、

一
言
主
の
前
に
ひ
れ
伏
す
場
面
が
「
古
事
記
」

に 

あ
る
。
神
威
に
屈
す
る
雄
略
天
皇
と
儒
教
の
神
仙
思
想
の
神
に
相
当
す 

る
雄
略
天
皇
の
二
面
的
表
現
が
み
ら
れ
る
。
「
日
本
書
紀
」
に
な
る
と
同 

一
人
物
の
場
合
で
も
表
現
が
変
っ
て
く
る
。

「
魏
志
」
倭

人

伝

に

「
停
喪
十
余
日
、
肉
を
食
わ
ず
、
喪
主
哭
泣(

コ 

ク
キ
ュ
ウ)

し
、
 

他
人
就
い
て
歌
舞
飲
酒
す
。
葬
れ
ば
挙
家
水
中
に
い 

た

り

て

澡

浴(

ソ
ウ
ヨ
ク)

し
、
練

沐
(

レ
ン
モ
ク)

の
如
く
す
」
、
「
棺 

あ
れ
ど
も
槨
な
し
」
と
あ
る
。

天
皇
の
死
去
の
場
合
、
殯

宮
(

モ
ガ
り 

ノ
ミ
ヤ)

で
喪
儀
が
行
わ
れ
る
。

天
武
天
皇
の
場
合
、
喪
儀
は
二
年
二
か
月
、
持
統
天
皇
の
場
合
一
年 

も
つ
ぐ
い
た
。

さ

ま

ざ

ま

な

誅(

し
ぬ
び
ご
と)

や
歌
舞
が
献
呈
さ
れ

高千穂宮趾（始良郡隼人町）
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る
。

埋
葬
が
す
ん
だ
ら
人
々
は
み
そ
ぎ
を
し
て
、
喪
服
を
水
で
洗
う
。
 

木
棺
で
埋
葬
し
た
場
合
、
粘
土
柳
の
部
分
だ
け
の
こ
り
、
木
棺
は
腐
っ 

て
な
く
な
る
。
倭
人
伝
は
石
の
覆
い
を
し
な
い
で
、
木
棺
を
埋
葬
す
る 

こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る̂

朝
鮮
で
も
日
本
で
も
こ
の
風
習
は
現
存
し
て
い
る
。

た
だ
朝
鮮
の
場 

合
、
哭
泣
す
る
人
と
し
て
女
性
が
多
数
招
か
れ
て
哀
号
す
る̂

沐
浴
な 

ど
全
く
同
じ
慣
習
で
あ
る
。

「書
紀
」
に
雄
略
天
皇
崩
じ
た
ま
ひ
し
時
、
タ
ジ
ヒ
ノ
タ
カ
ワ
シ
ハ 

ラ
ノ
ミ
サ
サ
キ
に
葬
り
奉
る
や
、
隼
人
昼
夜
、
陵
側
に
哀
号
し
て
、
食 

を
与
え
る
も
喫
せ
ず
、
七
日
に
し
て
死
す
」
と
あ
る
。

天
皇
近
習
隼
人 

た
ち
で
あ
ろ
う
。
誅
の
期
間
中
、
邪
霊
の
侵
入
、
蘇
生
の
防
止
、
後
継 

者
の
権
位
再
確
認
の
目
的
が
存
在
し
て
い
た
。

殯
(

も
が
り)

は

「
も
あ
が
り
」

の
意
味
を
も
ち
、
魂
が
昇
天
す
る 

こ
と
を
意
味
す
る
。
神

道

で

は

「
棚
あ
が
り
」
と
も
い
う
。
滞
留
し
て 

い
た
死
者
の
魂
が
昇
天
す
る
と
い
う
意
味
で
、
俗

に

い

う

「
通
夜
」

に 

あ
た
る
。

鎮
魂
に
三
つ
の
ば
あ
い
が
あ
る
。
「
魂
振
り
」
と

「
魂
触
れ
」
と

「
魂 

鎮
め
」
で
あ
る
。

「
日
本
書
紀
」
に

“
タ
マ
ヨ
バ
イ"

に
よ
っ
て
よ
み
が
え
っ
た
ウ
ジ 

ノ
ワ
キ
イ
ラ
ッ
コ
と
オ
オ
サ
ザ
キ
ノ
ミ
コ
ト
と
の
対
話
が
あ
る̂

同
じ 

く

イ

ザ

ナ

ミ

の

「
も
が
り
の
と
こ
ろ
」
で
死
せ
る
イ
ザ
ナ
ミ
が
イ
ザ
ナ 

ギ
と
「
生
け
り
し
と
き
の
如
く
に
し
て
出
で
迎
え
て
共
に
語
る
の
は
「
タ

マ
フ
レ
」

で
あ
ろ
う
。
「
古
事
記
」
や

「
日
本
書
紀
」

の
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ 

の
も
が
り
で
、
キ
サ
り
モ
チ
、

ハ
ハ
キ
モ
チ
、

ミ
ケ
ビ
ト
、
ウ
ス
メ
、
 

ナ
キ
メ
、

モ
ノ
マ
サ
、

ユ
ウ
ズ
ク
リ
、
シ

シ

ビ

ト

が

「
八
日
八
夜
」

の 

あ
そ
び
は
、
鎮
魂
葬
送
の
さ
ま
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
 

そ

の

殯
(

も
が
り)

は
階
級
に
よ
っ
て
長
短
が
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論 

で
あ
る
。

一
般
庶
民
は
十
日
以
内
で
あ
ろ
う
。

殉
死
の
風
習
も

大
化
二
年(

六
四
六)

の

詔

に

「
絶
対
禁
止
」
が
示 

さ
れ
て
い
る
。
喪
屋
を
つ
く
り
、
な
か
に
柩
を
お
き
、
食
膳
を
供
し
、
 

楽
を
奏
し
、
歌
舞
を
す
る
。

一
週
間
昼
夜
つ
づ
け
る
。

そ
れ
に
相
当
す 

る
も
の
に
石
人
や
埴
輪(

ハ
ニ
ワ)

を
仕
立
て
る
。
埴
輪
は
葬
送
の
行 

列
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
学
説
も
あ
る̂
 

古
代
に
お
け
る
物
忌
み
の
観
念
は
厳
重
で
、
積
極
的
に
ミ
ソ
ギ•

ハ 

ラ
イ
が
要
求
さ
れ
、
清
潔
が
善
、
不
浄
は
悪
に
通
じ
る
の
で
あ
る
。
物 

を
生
成
、
発
展
さ
せ
る
の
が
善
、
ま
た
は
吉
で
、
そ
の
逆
が
悪
で
あ
り. 

凶
に
あ
た
る
。
大
祓
の
の
り
と
の
中
に
、
ア
ハ
ナ
チ
、

ミ
ゾ
ウ
メ
、

ヒ 

ハ
ナ
チ
、

シ
キ
マ
キ
、
ク
シ
サ
シ
、
イ
ケ
ハ
ギ
、
 

サ
カ
ハ
ギ
、
ク
ソ
ヘ
ー 

イ
キ
ハ
ダ
タ
チ
、

シ
ニ 

ハ
ダ
タ
チ
、

シ
ロ
ヒ
ト
、

コ
ク
ミ
、
オ
ノ
ガ
ハ 

ハ
ヲ
オ
カ
セ
ル
ツ
ミ
、
オ
ノ
ガ
コ
ヲ
オ
カ
セ
ル
ツ
ミ
、

ハ
ハ
ト
コ
ヲ
オ 

カ
セ
ル
ツ
ミ
、

コ
ト
ハ
ハ
ト
ヲ
オ
カ
セ
ル
ツ
ミ
、
獣
姦
の
罪
、
昆
虫
の 

災
、
高
津
神
の
災
い
、
高
津
鳥
の
災
な
ど
、
生
理
的
、
道
義
的
、
自
然 

的
災
害
ま
で
罪
の
観
念
を
も
ち
、
醜
悪
と
み
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

五
世
紀
後
半
の
雄
略
天
皇
が
神
仙
的
な
神
と
融
合
し
て
く
る
理
由
の
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一
つ
と
し
て
、
世
襲
王
制
の
確
定
化
が
み
ら
れ
る
。
王

か

ら

大

王(

オ 

オ
キ
ミ)

へ
、
大
王
か
ら
天
皇
へ
、
古
墳
巨
大
化
の
路
線
の
な
か
に
、
 

倭
王
権
の
推
移
が
み
ら
れ
る
。
三
輪
王
朝
か
ら
河
内
王
朝
へ
の
転
換
で 

あ
る
。

「
日
本
書
紀
」
が
と
く
に
景
行
天
皇
の
九
州
征
討
を
特
筆
し
た
日
、
 

景
行
天
皇
の
功
績
を
強
調
す
る
目
的
が
あ
り
、
「
オ
オ
タ
ラ
シ
ヒ
コ
」
と 

い

う

「
タ
ラ
シ
系
」

の
お
く
り
な
を
も
つ
、

こ
の
景
行
天
皇
を
、
「
イ
リ 

王
朝
」

の
後
継
者
に
ふ
さ
わ
し
い
王
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ 

っ
た
。

古
代
文
学
の
傑
作
と
い
わ
れ
る
「
倭
建
命
」

の
説
話
が
あ
る
。
「
古
事 

記
」

で
は
そ
の
生
年
や
没
年
は
明
白
で
な
い
が
、
「
日
本
書
紀
」

で
は
景 

行
天
皇
の
二
十
七
年
一 

〇

月
、
熊
襲
征
討
、
十
六
歳
で
西
征
を
終
っ
て 

す
ぐ
反
転
し
て
東
征
に
向
う
。
景
行
天
皇
の
四
十
年
に
大
和
を
目
前
に

し

て

能

煩

野(

「
紀
」
で
は
能
褒
野)

で
病
死
、
と
き
に
三〇

歳
と
あ
る
。
 

「
ノ
ボ
ノ
」

の

字

も

「
記
」
と

「
紀
」
で
異
っ
て
い
る
。
 

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
を
「
記
」

で

は

「
倭
建
命
」
、
「
紀
」
で
は
「
日 

本
武
尊
」
と
書
く
。
「
倭
」
よ

り

「
日
本
」

の
方
が
時
代
的
に
新
し
い
呼 

称
で
あ
る
。

倭
建
命•

日
本

武
尊

の

称
は

「
記
」•

「
紀
」
に
あ
る
よ
う
に
、
熊
襲
の 

首

長
(

「
記
」
は
熊
曽
建
、
「
紀
」
は

川

上

梟

帥)

が
惨
死
の
さ
い
に
献
じ 

た
名
で
あ
る
。

以

前

の

倭

建

命

を

「
記
」
は

小

碓

命(

オ
ウ
ス
の
ミ
コ 

ト)

と
す
る
。
「
紀
」

で
は
敗
者
奉
呈
前
に
「
日
本
武
尊
」
と
い
う
表
現 

を
用
い
て
い
る
。

一
小
碓
命
の
系
譜
一

〔古
事
記
〕
 

ワ
カ
タ
ケ
キ
ビ
ッ
ヒ
コ

景
行
天
皇

•

イ
ナ
ヒ
ノ
オ
オ
イ
ラ
ツ
メ 

，イ
ナ
ビ
ノ
ワ
カ
イ
ラ
ツ
メ

櫛
角
別
王 

オ
オ
ウ
ス
ノ
ミ
コ
ト 

团
ウ
内
ノ
ミ
コ
トJ  

倭
根
子
命 

籍

王

〔
日
本
書
紀

景
行
天
皇

イ
ナ
ヒ
ノ
オ
オ
イ
ラ
ツ
メ

オ
オ
ウ
ス
ノ
ミ
コ
ト 

オ
ウI
スI

ノ
ミ
コ
ト
ー 

椎
倭
根
子
皇
子

神功皇后石像（鹿児島神宮蔵）

-57-


